
新型コロナウイルス感染症の

５類感染症への移行について

令和５年３月14日
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新規報告数 直近１週間の人口10万人あたりの新規報告数

第７波 第８波

感染者数は，1月中旬から減少継続

本県の感染状況
新規報告数と直近１週間の人口10万人あたりの新規報告数新規報告数 直近１週間の人口10万人

あたりの新規報告数
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国の基本的な考え方（位置づけ変更に伴う医療提供体制の見直し）

行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から，幅広い
医療機関による自律的な通常の対応に移行する。

このため，これまで対応してきた医療機関の継続に加え，新たな医療機関
の参画を促すための取組を重点的に進める。

その際，自治体による「移行計画」の策定，設備整備等の支援を通じて，冬
の感染拡大に先立ち，対応する医療機関の維持・拡大を強力に促す。

入院調整についても病床確保を含む行政による調整から，他の疾病と同
様に入院の要否を医療機関が判断し，医療機関間での調整を基本とする
仕組みに移行する。
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県の対応（5類感染症への移行）

外来医療費

入院医療費

検査費用

自己負担なし

（陽性診断後）自己負担なし

自己負担なし

自己負担あり（高額療養費の自己負
担額から２万円減額）

コロナ治療薬は自己負担なし
その他の外来医療費は自己負担あり

自己負担あり（高額療養費）

自己負担あり

コロナ治療薬を含め，自己
負担あり

5/8 10/1（予定）

限られた医療機関による対応
《感染症指定医療機関 等》

幅広い医療機関による対応

行政（県）による広域調整 医療機関間による調整

「移行計画」に基づき
段階的に移行

医療機関
(入院）

入院調整

医療機関
(外来）

限られた医療機関による対応
《診療・検査医療機関》

一般的な医療機関による対応(*内科等標榜医療機関に対する診療・検査
医療機関の比率は，全国第２位（本県75.1％，全国平均54.8％））

基本的な
考え方

5類への移行に伴う国の方針を踏まえ，各種対策等について必要な見直しを行う。特に医療提
供体制の変更に係る具体的方針等については，4月中に「移行計画」を策定し，取りまとめる。

各種対策等の見直し【医療提供体制】※
※現時点の案であり，今後
変更の可能性がありうる。



県の対応（5類感染症への移行）

感染者数の
公表

医療機関からの全数届出をもとに新規感染者数を
毎日公表

定点把握への切り替わりにより，定点医療機関の患
者数を１週間ごとに公表

5/8

PCRセンターや薬局等で無料検査を実施
抗原検査キットを購入して，セルフチェック
（無料検査は終了）

感染の不安
のある方

感染者

感染者は，入院又は自宅療養・宿泊療養
感染者に外出自粛要請あり（原則７日間），濃厚接触
者にも外出自粛要請あり（原則5日間）
自宅療養者に自宅療養支援物資の配送，健康観察
看護師等を配置した宿泊療養施設の確保，運営
入院・宿泊療養のための患者搬送

各種対策等の見直し【感染者への支援等】※

発熱等の症
状のある方

※現時点の案であり，今後
変更の可能性がありうる。

低リスク者は，抗原検査キットでセルフチェック（年
末年始には検査キットを無償配布），陽性の場合は
陽性者登録センターに登録
発熱外来（診療・検査医療機関）に連絡のうえ受診
受診先が見つからない場合は，受診・相談センター
（積極ガードダイヤル）に相談

自宅で療養し，体調が悪化するなど必要な場合は，
かかりつけ医等に連絡のうえ受診
受診先が見つからない場合は，受診・相談センター
に相談
（陽性者登録センターは終了）

感染者は，入院又は自宅で療養（入院については，
P4参照）
（感染者・濃厚接触者への外出自粛要請なし）
（自宅療養支援物資の配送，健康観察，宿泊療養施
設，患者搬送は終了）

5

５類感染症への移行に向けて

6

新型コロナが，5類感染症へ移行しても，病原性や感
染力は変わりません。

県では，高齢者等，重症化リスクの高い方を守ること
に重点を置き，必要な感染対策を講じます。

また，医師会，病院協会等と連携し，幅広い医療機関
による対応を進め，必要な医療提供体制の確保に取り
組みます。



新型コロナの５類移行に伴う

主な施策等の変更について

広島県健康福祉局

新型コロナウイルス感染症対策担当

令和５年３月14日

1

新型コロナウイルス感染症の５類への移行について

■基本的な考え方

2

■スケジュール 4/1 5/8 10/１（？）

①終了

②一定期間継続

③当面継続

新型コロナ対策として実施している各種事業等については，

５類移行（５月７日）までは，原則として，今年度と同様に実施する。（感染状況によって，各事業
等の拡大，縮小はありうる。）

５類移行後は，「①終了（5月７日まで実施）」，「②一定期間継続（移行計画に基づき段階的に移
行）」，「③当面継続」 のいずれかに区分されることになる。

発生届，PCRセンター，陽性者登録
センター，宿泊療養施設 等

受診・相談センター，高齢者施設等
従事者の定期検査 等

入院調整，病床確保料，入院医療費
の一部公費負担 等

※現時点の案であり，変更があり得るものである。
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新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う主な施策の変更点

区分 項目
施策の内容

５類移行前（R5.5.7まで） ５類移行後（R5.5.8～）

１．医療提供
体制

【入院】
①幅広い医療機関
の対応（入院）

幅広い医療機関で対応できるよう準備
（研修等の実施）
4月中に「移行計画」を策定

• 移行計画に基づき，幅広い医療機関で対
応できるよう，確保病床の対象を縮小し
ながら，９月末？までに段階的に移行

②病院の設備整備
等への補助

コロナ入院受入病院に対し，個人防護具，
医療機器等の整備を補助

• 国方針に合わせて対応（全国一律の対応）
• 国は，移行完了（９月末？）まで幅広い医
療機関の設備整備を補助する見込み

③公費負担（入院） 入院医療費を公費負担
• 国方針に合わせて対応（全国一律の対応）
• 国は，一定期間（９月末？），自己負担の軽
減を図る見込み

④病床確保料
コロナ入院受入病院に対し，病床確保料
を補助

• 国方針に合わせて対応（全国一律の対応）
• 国は，補助単価等を見直したうえで，一定
期間（9月末？），措置を継続する見込み

⑤入院調整 入院調整本部による広域的調整を実施

• 移行計画に基づき，医療機関間による調
整への移行を進める

• 移行完了（９月末？）までは，入院調整本
部の枠組みを残す

※現時点の案であり，変更があり得るものである。
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新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う主な施策の変更点

区分 項目
施策の内容

５類移行前（R5.5.7まで） ５類移行後（R5.5.8～）

２．医療提供
体制

【外来】

①発生届
４類型（65歳以上，要入院，重症化リスク
があり要治療薬，妊婦）は届出

• 終了
• 定点把握に移行

②幅広い医療機関
の対応（外来）

診療・検査医療機関の体制（約1,50０機
関）を拡充
幅広い医療機関で対応できるよう準備

• コロナ対応できる医療機関の維持，拡大
を図る

• 診療・検査医療機関の枠組みが残るかは
現時点では不明

③診療所等の設備
整備等への補助

診療・検査医療機関に対し，個人防護具，
医療機器等の整備を補助
幅広い医療機関で対応できるよう設備整
備等の補助

• 国方針に合わせて対応（全国一律の対応）
• 設備整備等の国方針は，現時点では不明

④公費負担（検査，
外来診療，コロナ
治療薬等）

検査費用，陽性診断後の外来医療費の自
己負担分を公費負担

• 国方針に合わせて対応（全国一律の対応）
• 国は，コロナ治療薬は公費負担を一定期
間（9月末？）継続

• 検査費用・その他外来医療費は公費負担
終了の見込み

⑤対応医療機関の
県HPでの公表

公表に応じた診療・検査医療機関（1204
か所/1,492か所）を県HPで公表

• 当面継続（コロナ対応できる医療機関を
公表）

※現時点の案であり，変更があり得るものである。
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新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う主な施策の変更点

区分 項目
施策の内容

５類移行前（R5.5.7まで） ５類移行後（R5.5.8～）

３．有症状者，
患者への
支援等

①受診・相談セン
ター（積極ガード
ダイヤル）

発熱等の症状がある方へ受診可能な医療
機関を紹介

• 当面継続

②PCR検査・薬局
等検査（無料）

感染の不安がある方に対し，PCRセン
ターや薬局等で無料検査を実施

• 終了

③陽性者登録セン
ター

自己検査で陽性の方がweb登録により
陽性を確定

• 終了

④積極的疫学調査 発生届対象者の４類型のみ実施 • 終了

⑤患者搬送体制の
確保（入院・宿泊
療養）

入院・宿泊療養への搬送体制を確保 • 終了

※現時点の案であり，変更があり得るものである。
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新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う主な施策の変更点

区分 項目
施策の内容

５類移行前（R5.5.7まで） ５類移行後（R5.5.8～）

４．自宅療養
①健康観察（症状把
握等など）

高リスク：保健所で対応
中リスク：フォローアップセンターで対応
全員 ：SMSにより，療養等について周知

• 終了

②電話・オンライン
診療（オンライン
診療センター）

オンライン診療センターで診療・処方
（3/1～休止中，感染拡大時は再開検討）
地域の医療機関（265医療機関），薬局
（542薬局）で対応

• オンライン診療センターは終了
• 地域の医療機関，薬局での対応に完全移
行

③自宅療養者相談
センター

SMS送信，自宅療養者の電話相談対応，
療養証明書の発行等を実施

• SMS送信は終了，
• 療養証明書発行は6月末を目途に終了

• 電話相談対応は，当面継続

④自宅療養支援物
資の配送

自宅療養者のうち希望する者に対して食
料品・日用品等を配送

• 終了

※現時点の案であり，変更があり得るものである。
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新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う主な施策の変更点

区分 項目
施策の内容

５類移行前（R5.5.7まで） ５類移行後（R5.5.8～）

５．宿泊療養
①宿泊療養施設の
確保，運営

自宅で隔離が困難な方が療養できる宿泊
施設を提供

• 終了

６．施設療養，
施設支援

①クラスター対策
（感染症医療支援
チームの派遣）

保健所と連携し感染症医療支援チーム派
遣（感染制御と事業継続）

• 当面継続

②往診可能医療機
関登録・派遣

往診可能医療機関を１２６機関登録（R
５.3.1現在）
連携先のない高齢者施設等への往診を
マッチング

• 当面継続

③高齢者施設職員
等への定期検査

高齢者施設，障害者施設の職員等に対し
月8回の検査

• 当面継続

※現時点の案であり，変更があり得るものである。
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新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う主な施策の変更点

区分 項目
施策の内容

５類移行前（R5.5.7まで） ５類移行後（R5.5.8～）

７．ワクチン
①公費負担等

国はR5年度末まで特例臨時接種を延長
し，公費負担を継続

• 公的関与（接種勧奨及び努力義務）は高
齢者，基礎疾患，初回接種に限定

②対象者，回数等
R4年度から始まった，オミクロン株対応
ワクチンの接種はR5.5.7まで
小児，乳幼児の接種は当面継続予定

• R5年の新たな接種として高齢者等は2
回，それ以外は1回接種機会を設ける
５～８月 高齢者，基礎疾患，医療・介護従事者
９～１２月 5歳以上で2回以上接種済みの者

全員を対象

③相談体制（コール
センター）

県と市町で共同設置（継続） • 継続（規模は接種時期により調整）

８．物資の確
保 ②医療資材の確保，

供給

マスク，Ｎ95マスク，ガウン，手指消毒薬
等を備蓄，必要に応じ医療機関等に配布
保管管理業務は民間業者に委託

• 継続

※現時点の案であり，変更があり得るものである。
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新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う主な施策の変更点

区分 項目
施策の内容

５類移行前（R5.5.7まで） ５類移行後（R5.5.8～）

９．その他
（特措法関
係等）

①新型コロナウイル
ス感染症広島県
対策本部

令和２年１月29日に特別警戒本部を設置
以降，令和５年２月21日までに65回本部
員会議を開催
感染状況等により必要に応じて開催

• 終了

②県の対処方針（協
力要請，イベント
の開催条件）

県の対処方針は，令和2年5月15日制定
(令和5年2月21日一部改正)
国の基本的対処方針の改正等を踏まえ，
必要に応じて改正

• 終了

③積極ガードゴー
ルド認証制度，コ
ロナ対策取組宣言
店，積極ガード店

ゴールド認証制度，取組宣言店，積極ガー
ド店の取組継続
ゴールド認証の既存店舗の新規申請は3
月22日まで（新規開店は継続受付）

• 終了

④新型コロナまと
めサイト（県HP）

本日の感染者数，累計感染者数を毎日更
新
県民へのメッセージ，施策などを適宜更
新

• 感染者数の毎日更新は終了（定点把握へ
切り替わるため，定点医療機関の患者数
を週１回まとめて公表）

• 内容を修正して継続

⑤コロナデータサイ
ト，感染事例等サ
イト（県HP）

データサイトは，感染者数，入院者数，人
出等を毎日更新
感染事例等サイトは，内容を適宜更新

• 更新終了（ページの公開は当面継続）
• 人流データ取得は５月末で終了


